
「札幌市ＡＩ活用試行工事」実施要領（営繕工事） 

 

 

（目的） 

第１条 建設現場では技術者不足が深刻化しており、長時間労働の解消が課題となって

いる。本要領は、ＡＩ技術の活用を通じ、施工の効率化、品質及び安全性の向上を図

ることを目的とした工事の試行にあたり必要な事項を定めるものである。 

 

（試行工事の内容） 

第２条 受注者が発注者に対してＡＩ技術の活用に取組む旨を希望し、評価対象項目を

実施した場合、工事成績評定において加点評価を行うものとする。 

  なお、本試行工事におけるＡＩ技術活用に関する取組みとは、画像解析を活用した

出来形や進捗の自動判定、センサーやカメラによるリアルタイムの危険検知、あるい

は施工記録の自動作成などの取組みをいう。 

 

（適用対象） 

第３条 対象工事は工事成績評定を行うすべての工事を対象とする。 

※なお、対象外の工事についてもＡＩ技術の活用を妨げるものではない。取り組む場

合は、第５条（実施方法）２項から５項によることとする。 

 

（評価対象） 

第４条 評価対象は次号の全ての条件を満たす提案について、評価の対象とする。 

(１) 工事現場内で行う取組み（工場制作のみの工事の場合は、工場の取組みも対象）

とする。 

(２) 施工関係、品質関係、安全衛生関係に該当する次のいずれかの取組み。 

① 出来形管理や品質管理、施工方法等において業務の効率化を図る取組み。 

② 土工やコンクリート打設、仕上げ工事や設備工事の施工精度等において、工事

目的物の品質を向上させる取組み。 

③ 施工中の安全性を向上させる取組みや熱中症対策等、作業員の健康管理に関す

る取組み。 

(３) 発注者が費用を計上していない取組み。 

(４) 工事現場として実施が確認できる取組み。 

(５) 工事目的物の性能や耐久性等に影響しない取組み。 

 

 

 



（実施方法） 

第５条 対象工事は、特記仕様書に「ＡＩ活用試行工事」であることを記載する。（別

紙１） 

２ 契約後、受注者がＡＩ技術の活用に取組む場合、第４条の評価対象に合致する提案

（施工関係、品質関係、安全衛生関係それぞれ 1件まで）を「ＡＩ活用試行工事 計

画書」（別紙２）に記載し施工計画書へ添付し監督職員に提出すること。 

３ 監督職員は、２項の提出があった場合には、評価できる提案内容であるか確認し、

評価結果を工事施工協議簿（工事簡素化要領（営繕工事）による）により受注者に回

答する。評価できない提案があった場合、受注者は提案を再提出できる。 

４ 受注者は、３項で提案した内容に取り組むとともに、実施状況がわかる写真を撮影

する。 

５ 受注者は、工事が完成する前までに、監督職員に「ＡＩ活用試行工事 実施状況（説

明資料）（以下、「実施状況」という。）」（別紙３）を提出する。「実施状況」には、４

項で撮影した写真を添付する。 

６ 監督職員は、「実施状況」により、３項で提案された内容が適切に実施されている

ことが確認できた場合には、「請負工事成績採点表」における評価項目「５．創意工

夫」欄にて提案された項目ごとに「施工関係」「品質関係」「安全衛生関係」それぞれ

最大（+1.0）の加点を評価する。ただし、適切に実施されていない場合や「実施状況」

の提出がない場合等により実施状況が確認できない場合、又は３項の提案がない場合

には、加点評価は行わない。（減点は行わない。） 

 

（実施結果の報告） 

第６条 受注者は本要領に基づきＡＩ試行工事を行った場合、「実施状況」（データ）を

kojikansa@city.sapporo.jp に送付すること。 

 

（ＡＩ技術の活用に係る費用） 

第７条 本要領に基づくＡＩ技術の活用に係る費用は、受注者が負担するものとする。 

 

（その他） 

第８条 この要領は、札幌市発注の営繕工事に適用する。 

２ ＮＥＴＩＳに登録されているＡⅠ技術を活用した場合は、新技術の活用で加点した

上で、更にＡＩ活用試行工事としても評価の対象とする。 

３ 施工計画書や施工協議簿等の文書作成整理等にＡＩ技術を活用するような場合は

対象外とする。 

４ 品質関係や出来形管理を対象とする場合、従来の品質及び出来形管理を補完または

高度化することを目的としてＡＩ技術を活用した場合に評価の対象とする。 



５ この要領に定めのない事項については、受発注者協議により定めるものとする。 

 

 

附 則 

１ この要領は、令和８年４月１日以降告示の工事から施行する。 

２ 令和８年３月３１日以前告示の工事についても、受注者の提案により本要領に基づ

く試行を行うことができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

 

特記仕様書記載例 

この工事は、ＡＩ活用試行工事の対象である。ＡＩ活用試行工事に取組む場合、

取組内容を記載した「ＡＩ活用試行工事 計画書」を作成し当該工事施工計画書に

添付し監督職員に提出すること。詳細は「札幌市ＡＩ活用試行工事」実施要領（営

繕工事）を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 

 

工事名　　　　　　　　　　　　　　　　　 請負者名　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜計画＞
取組内容（最大３件まで※）

（１件目）

（２件目）

（３件目）

（※各項目での複数評価はしない。）
・受注者は、この計画書を施工計画に添付し、工事監督員に提出してください。

ＡＩ活用試行工事　計画書

※　工事施工成績評定での評価は実施された取組みを「施工関係」「品質関係」「安全衛生関
係」に分類し、各項目で加点評価する。



別紙３ 

 

工   事   名 ／

項        目 創意工夫 評価内容

提 案 内 容

１.説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。

ＡＩ活用試行工事　実施状況（説明資料）

施工関係・品質関係・安全衛生関係

（説　明）

（添付図）


